
阿賀野市告示第９号 

 阿賀野市自立支援教育訓練給付金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  令和７年１月９日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市自立支援教育訓練給付金交付要綱の一部を改正する要綱 

 阿賀野市自立支援教育訓練給付金交付要綱（平成２９年阿賀野市告示第１６２号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

  ただし、令和６年８月２９日までに教育訓練講座の指定を受けた者に係る受給要件

については、第１号の規定は適用しない。 

 第２条第１号を次のように改める。 

 (１) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」（平成２６年９月３

０日雇児発０９３０第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく母

子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。 

 第３条各号を次のように改める。 

 (１) 雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号)及び雇用保険法施行規則（昭和５０年

労働省令第３号）の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金（以下「一般

教育訓練給付金」という。）の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情

に応じて認める講座 

 (２) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育

訓練給付金（以下「特定一般教育訓練給付金」という。）の指定教育訓練講座及び

これに準じ市長が地域の実情に応じて認める講座（専門資格の取得を目的とする

講座に限る。） 

 (３) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育

訓練給付金（以下「専門実践教育訓練給付金」という。）の指定教育訓練講座及び

これに準じ市長が地域の実情に応じて認める講座（専門資格の取得を目的とする

講座に限る。） 

 第４条第１号中「雇用保険法及び雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）

の規定による」を削り、「に係る教育訓練給付金の支給」を「又は特定一般教育訓練給

付金の交付」に改め、「対象者が支払った費用」の次に「（入学料及び受講料に限る。）」

を加え、同号ただし書中「支給額」を「交付額」に改め、同条第２号中「前号」を「前

各号」に、「支給」を「交付」に、「教育訓練給付金」を「一般教育訓練給付金又は特定

一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金」に改め、同号に次のただし書を
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加える。 

  ただし、その額が１万２，０００円を超えない場合は給付金の交付は行わない。 

 第４条中第２号を第４号とし、第１号の次に次の２号を加える。 

 (２) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の交付を受けることができな

い者（次号に掲げる者を除く。） 対象教育訓練の受講のために、対象者が支払っ

た費用（入学料及び受講料に限る。）に６０パーセントを乗じた額（１円未満切り

捨て）とする。ただし、その額が修学年数に４０万円を乗じて得た額を超える場

合の交付額は、修学年数に４０万円を乗じた額（この場合１６０万円を越えると

きは、１６０万円）を限度とし、その額が１万２，０００円を超えない場合は給

付金の交付は行わない。 

 (３) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の交付を受けることができな

い者（当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して１年以内に当該教育訓練に

係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して

１年以内に就職等した（当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。）者

に限る。） 対象教育訓練の受講のために支払った費用（入学料及び受講料に限

る。）の額に１００分の８５を乗じて得た額（その額が修学年数に６０万円を乗じ

て得た額を超えるときは、修学年数に６０万円を乗じて得た額（この場合２４０

万円を超えるときは、２４０万円）とし、その額が１万２，０００円を超えない

場合は訓練給付金の交付は行わない。） 

 第６条第１項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

  ただし、公簿等（マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。）によって確

認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えないものとする。 

 第６条第１項第１号を削り、同項第２号中「対象者」を「申請者」に改め、「（児童扶

養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者）」を削り、同号を同項

第１号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 (２) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていること

を証する書類（ただし、令和６年８月２９日までに教育訓練講座の指定を受けた

者を除く。以下同じ。） 

 第６条第３号を削る。 

 第７条第２項第４号中「対象者」を「申請者」に改める。 

 第８条に後段として次のように加える。 

  この場合において、訓練給付金の交付方法について第１１条第２項の規定を適用す

る場合は、その旨を通知するものとする。 

 第９条第１項中「対象教育訓練を修了した場合」を「対象教育訓練を修了した後（第



４条第２号に規定する者に対する交付については交付単位期間（雇用保険法施行規則第

１０１条の２の１２第４項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。）ごと）に」に

改め、同項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

  ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支

えないものとする。 

 第９条第１項第１号を削り、同項第２号中「対象者」を「申請者」に改め、「（児童扶

養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者）」を削り、同号を同項

第１号とし、同項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同項第５号中「教育訓練修了

証明書」の次に「若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成してい

ることを証明する受講証明書（雇用保険法施行規則第１０１条の２の４に規定する受講

証明書をいう。以下同じ。）（第１１条第２項の規定によって交付する場合に限る。）」を

加え、同号を同項第４号とし、同項中第６号を第５号とし、同項第７号中「雇用保険法

による」を削り、「一般教育訓練給付金」の次に「又は特定一般教育訓練給付金若しく

は専門実践教育訓練給付金」を加え、「支給されている場合」を「交付されている場合」

に改め、「（一般教育訓練）」を削り、同号を同項第６号とし、同項第１号の次に次の１

号を加える。 

 (２) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていること

を証する書類 

 第９条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、専門実践教育訓練給付金の交付を受けることができる受給資格者について

は、専門実践教育訓練給付金の交付額が確定した日から起算して３０日以内とする。 

 第１０条中「対象者」を「申請者」に改める。 

 第１１条に次の１項を加える。 

２ 訓練給付金の交付について、第４条第２号に規定する者に対する交付に限り、交付

単位期間ごとの交付を決定することができるものとする。この場合において、あらか

じめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書の発行が可能であること

を確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その交付方法を決定するものとする。 

 第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、同条の前に次の１条を加える。 

 （訓練給付金の追加交付等） 

第１２条 訓練給付金の追加交付を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該

教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して

１年以内に就職等した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金交付申請書（追

加交付用）（第５号様式）（以下「交付申請書（追加交付用）」という。）を提出しなけ

ればならない。 



２ 市長は、交付申請書（追加交付用）を受理したときは、申請者が交付要件に該当し

ているかを調査し、速やかに交付の可否を決定しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し

なければならない。この場合において、交付決定を行ったときは、交付額を算定し、

併せてこれを本人に通知するものとする。 

４ 交付申請書（追加交付用）の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る

資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して１年以内に就職

等した日から３０日以内に行わなければならない。ただし、専門実践教育訓練給付金

の交付を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の交付

額が確定した日から起算して３０日以内に行わなければならない。 

５ 前項の規定は、やむを得ない事由があると認められる場合には、適用しない。 

６ 交付申請書（追加交付用）の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。

ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることと

して差し支えないものとする。 

 (１) 申請者及びその児童の戸籍謄本 

 (２) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを

証する書類 

 (３) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練

の修了を認定する教育訓練修了証明書 

 (４) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った費用について発行した領収書 

 (５) 専門実践教育訓練給付金が交付されている場合は、その額を証明する書類（教

育訓練給付金支給・不支給決定通知書） 

 (６) 申請者が資格を取得したことを証明する書類 

 第１号様式から第３号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第４号様式の次に次の１様式を加える。 

第５号様式（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 この告示は、令和７年１月９日から施行し、改正後の阿賀野市自立支援教育訓練給付

金交付要綱の規定は、令和６年８月３０日から適用する。 


